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平成２１年４月１日

関係市町村長 殿

国土交通省国土計画局長

国土形成計画広域地方計画に係る計画提案について

日頃より、国土行政の推進につきまして格別のご協力を賜り誠にありがとう

ございます。

さて、昨年７月に閣議決定した国土形成計画（全国計画）を受け、全国８つ

の広域ブロックごとに広域地方計画協議会を設置し、広域地方計画の策定に向

けた検討が進められているところです。

広域地方計画の策定に際しては、地域の実情に即した計画内容の充実を図っ

ていくため、貴市町村から国土形成計画法第１１条に基づく計画提案を行って

いただきたいと考えております。

つきましては、今回の広域地方計画の策定に際し計画提案を行うに当たって

は、下記を踏まえてご対応いただきますよう、ご理解、ご協力をよろしくお願

いいたします。

記

１．趣旨

広域地方計画の策定に際し、関係市町村の発意を尊重した計画提案を踏ま

え、地域の実情に即した計画内容の充実を図るものです。

２．提案の主体

国土形成計画法（以下「法」という。）第１１条に基づき、各広域地方計画

区域内の市町村からの単独又は共同による計画提案を受け付けます。広域地

方計画協議会の構成員である指定都市は除くこととなりますが、この場合に

あっても、市長会、町村会の代表として参加している場合は、当該市町村と

して計画提案を行うことができることとします。



３．提案の手続

広域地方計画に係る計画提案を行う場合は、別添１様式の提案書に以下の

事項を記入の上、当該書類一通を都府県を経由して国土交通大臣に提出して

いただくとともに、その写し一通を当該都府県の知事に提出願います。

また、別途、当該広域地方計画の計画区域の広域地方計画推進室及び貴市

町村が所在する都府県の広域地方計画担当宛に電子メールにて送付願います。

①市町村の名称及び所在する都府県の名称

②提案番号

③提案内容（計画に記載すべき広域地方計画の文章案）

④協議会検討資料（中間整理又はプロジェクト検討参考資料）における関

連箇所

⑤提案理由

提出された計画提案に対しては、関係する広域地方計画協議会に意見を聞

いた上で、広域地方計画の計画原案への反映状況又は反映しないこととした

理由について、通知することとします。

４．提案に当たっての留意点

計画提案の内容は、法第１１条に基づき、当該市町村の区域内における法

第２条第１項各号に掲げる事項に関する施策の効果を一層高めるために必要

な広域地方計画に記載すべき国土の形成に関する事項となります。

広域地方計画に記載すべき事項としては、法第９条により、広域地方計画

区域における国土の形成に関する方針、目標、及び一の都府県の区域を超え

る広域の見地から必要と認められる主要な施策とされています。

以上を踏まえ、以下の事項にご留意いただきますようお願いいたします。

①計画提案の内容として、広域性のある事項であることに留意いただくと

ともに、施策の効果が一の都府県内にとどまるものや、全国的な見地か

らの提案事項は広域地方計画の内容として想定しがたいこと。

②計画提案の理由として、提案内容が、当該市町村の区域内における国土

の形成に関する施策の効果を一層高めるために必要であることについて

の明確かつ具体的な理由を簡潔に記載すること。

５．計画提案の時期

今回の広域地方計画の策定に係る計画提案としては、平成２１年４月１日

（水）～４月２８日（火）１２時までに提出していただいたものとさせてい



ただきます。

６．広域地方計画協議会等における検討内容に関する参考資料

広域地方計画に係る計画提案の検討に当たっては、本年３月末時点での広

域地方計画協議会等における検討内容を次のとおり整理していますので、こ

れを参考としていただくようお願いいたします。

①中間整理（第１回協議会以降の検討整理）

平成２０年１０月に開催された広域地方計画協議会に提出された広域

地方計画中間整理を基に、協議会構成機関による検討、学識経験者から

の意見聴取等を踏まえ、平成２１年３月末時点での検討状況を整理した

ものであり、今後、プロジェクトに関する記述内容を加えるなど、必要

な追加・変更を行うもの。

②プロジェクト検討参考資料（プロジェクト骨子及び説明図表）

本資料は、広域地方計画に位置づけるプロジェクトに関する広域地方計

画協議会構成機関による平成２１年３月末時点での検討の概要を整理し

たものであり、今後これを基礎として、更なる検討を加え、プロジェクト

に関する記述内容を中間整理に加えていくもの。

なお、広域地方計画協議会等における検討内容に関する参考資料は、各広

域地方計画推進室ＨＰにてご覧いただけます。

また、ご不明な点等につきましては、該当する広域地方計画推進室にお問

い合わせ願います（別添２参照）。


